
医療法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成 2 7 年 ９月 1 5 日

参議院厚生労働委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきであ

る。

一、病床の過剰な削減を防ぎ、医療機能の必要量の適切な推計に基づく地域医療

構想の実現及び地域包括ケアシステムの構築に資するよう、地域医療連携推進

法人の認可及び監督を実施する都道府県に対し、適切な指針の提示、医療政策

人材の育成等の必要な支援を行うこと。

二、地域医療連携推進法人が地域医療に及ぼす影響に鑑み、地域における医療機

関相互間の機能の分担及び業務の連携の推進に当たっては、規模や資本の大小

にかかわらず参加法人の意思が十分に尊重されるとともに、地域住民に必要な

医療が確保されるよう留意すること。

三、地域医療連携推進法人の代表理事については、医師又は歯科医師を選任する

ことを原則とすること。また、医師又は歯科医師以外の者を代表理事とする場

合でも、営利法人等との利害関係、利益相反を厳重にチェックし、医療の非営

利性を損なわないようにすること。

四、賃借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等の監査を受けなければな

らない医療法人の基準を厚生労働省令で定めるに当たっては、医療法人の事務

負担及び費用負担に配慮しつつ、経営の透明性及び健全性が十分確保されるも

のとすること。また、必要に応じて基準の見直しを図ること。

五、社会医療法人においては公募による社会医療法人債の発行、地域医療連携推

進法人においては資金の貸付けや出資が可能であることに鑑み、外部監査の対

象となる医療法人においては、内部統制の構築や内部監査体制の構築ができる

よう必要な措置を講ずること。

六、本法の施行後５年を経過した場合に、本法による改正後の医療法の施行の状

況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるときは、地域

医療連携推進法人制度が地域医療構想の達成のために有効に機能しているか、

地域の医療提供体制に過不足が生じていないか等について十分検討し、必要な

措置を講ずること。
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